
意向
住民代表機能の維持

執行部に対する監視機能・政策提
言機能の強化

これまでの削減実績 類似都市との比較による妥当性 その他

公明党 現状維持とすべき

・地域の声を届ける責務がある中、
削減することで世代・性別の偏りが
生じる可能性がある。
・削減により、一部議員への業務集
中や活動負担の偏りが生じる。

・議会は予算審議、条例制定、行政
監視、政策提言など多岐にわたる
機能を担う中、定数27名であれば、
委員会ごとに同数議員が分担して
対応できる体制が維持される。
・本市の場合、3常任委員会の構成
（9名×3→27名）は議会運営上、均
衡性が保てる。

・過去の削減実績の観点から、既に
段階的に削減してきたため、これ以
上の削減は制度的限界。

・全国平均を見ると、全国市議会議
長会の調査によると、人口20～30
万人未満の市の平均定数は30.8
人。人口10～20万人未満の市の平
均定数は約25.4人。
・本市は地理的多様性（海・山・市街
地・農村部）を考慮すると、代表性
の確保に必要な定数と言えるので
はないか。

・一般的に全国的な傾向として、市
議会の定数は「奇数」が一般的かつ
制度的に望ましいとされている。
・本市の場合、議案採決時に議長
は賛否に関わらないため、賛否同
数になる可能性がある。議長の裁
決に委ねられるため、議長の政治
的立場が問われる事態を招きやす
い。
・面積・地域課題の多様性から、他
市と同列に扱うべきではない。

誠和 減らすべき（１減） ― ―

・議長に裁決権がないため、可否同
数での議長裁決を避けるためにも、
定数は偶数が望ましい。

・鎌倉市や秦野市と同等の割合で
妥当と考える。

・現状欠員１の26人で市民より不満
の声を聞いていない。

誠新
現状維持とすべき
減らすべき（１減）
（両論併記）

・面積を考慮すると現状維持。 ・委員会の委員数は9名で統一でき
る。

―

・平塚、茅ヶ崎に比して多い。

―

志民の会・
ミモザりっけん

増やすべき
現状維持とすべき
（両論併記）

・幅広く市民の声を届けるためには
維持すべき。

・ひとつでも多く多様な意見を集約
することが機能強化につながる。
・条例の改正漏れの見落としなど十
分な監視機能が発揮できていると
は言い難い。

―

・類似都市と比較しても妥当と考え
る。

―

維新の会・
次世代おだわ

ら
減らすべき（１減）

・小田原の人口減から考えると一人
減でも維持できる。

・現状26人態勢で維持できていると
考えられるので。

― ― ―

集　計

増やす　　１会派
現状維持　３会派
減らす　　３会派
(両論併記　２会派)

調査結果のとりまとめ一覧表（議員定数）

議員定数について

資料１



意向
住民代表機能の維持

執行部に対する監視機能・政策提
言機能の強化

これまでの削減実績 類似都市との比較による妥当性 その他

岩田議員 増やすべき

・定数が多ければそれだけ市民中
の政治意思を多く正確に反映でき
る。
・減らせば、少数の政治的見解を意
思決定の場から排除することにな
る。

・定数が多ければそれだけ機能が
高くなる。
・定数が少なければそれだけ機能
が低くなる。 ― ― ―

北森議員 増やすべき

・自身が投票した人が議員となれ
ば、住民の関心を市政に引き続け
ることができる。
・いかに少数の意見までくみ上げる
ことができるかを最優先に考え、よ
り多数の議員定数とすべき。

・多様な経験、経歴を持つ議員がい
れば、さまざまな観点から政策を検
討することができる。

・削減を「実績」とするならば、定数
削減で声を取り込めなくなった市民
がそれでも市政に関わっているの
か(諦めずに投票に行っているか、
市政から関心が離れていないか)、
追跡調査をしてから評価すべき。
・定数削減で、考えを一にする「会
派」自体の数には影響があったか、
無会派の増減には影響があった
か、確認したい。

・類似都市でも定数削減で、考えを
一にする「会派」自体の数には影響
があったか、無会派の増減には影
響があったか、確認したい。

・議員定数削減するくらいであれ
ば、一人当たりの議員歳費をどこま
で抑えることができるかで調整すべ
き。

篠原議員 現状維持とすべき

・地方自治法第89条（地方議会の役
割及び議員の職務）が定められたこ
とから、議員定数を減らすとした場
合、届かなくなる民意をどう確保す
べきかを明確にする必要がある。ま
た、議員定数を１人削減すれば、少
なくとも1,200人超の民意が届かなく
なることになる。

・議員定数削減によって、監視機
能・政策提言機能の低下を招いて
はならない。議員定数削減を提案す
るならば、議会の役割を補完・代替
する案が必要である。

・本市議会においては、人口規模に
対する適正な議員定数への調整は
既に実施されており、さらなる削減
を行うのであれば、これまでの削減
の効果検証と、現在の定数での議
会運営状況の十分な分析を行うこ
とが必要である。

・議員定数の検討において、他の自
治体との単純な数値比較は適切で
はない。各自治体はそれぞれ固有
の地理的条件、歴史的経緯、産業
構造、行政課題を有しており、人口
規模のみを基準とした比較では適
正な定数は判断できない。
・小田原市は、山間部から沿岸部ま
で多様な地域特性を持ち、交通要
衝としての独特な役割を担ってい
る。重要なのは他市との比較ではな
く、現在の27人の議員が小田原市
固有の地域課題や住民ニーズに対
して適切に機能しているかという観
点からの検証である。

・議員定数を削減するとすれば、
「目に見えるメリットは何か」を明確
にする必要がある。他都市の模倣
ではなく、小田原市の実情に即した
議会機能への影響を含めた総合的
な検証が不可欠である。

議員定数について



 

過去における議員定数の検討状況 
 平成 30年 令和３年～４年 

議会改革推進委員会 議会改革検討委員会 

検討の契機 平成 31年４月の統一地方選に向けて 令和５年４月の統一地方選に向けて 

検討形態 議会改革推進委員会（８回） 議会改革検討委員会（９回） 

検討結果 
 ア 本市議会議員の定数については、減らすべきである。（６会派） 
 イ 本市議会議員の定数については、増やすべきである。（１会派） 
   以上、答申には併記する。 

現状維持とするとの結論に至った。 

条例制定 
「小田原市議会議員定数条例の一部を改正する条例」（現行の議員定数 28人を
27人にする）」 
を可決（賛成多数）※平成 30年 12月定例会 

 

※下記意見区分（１）～（４）は、代表者会議での６回にわたる議論を経て平成 22年 11月に公表された「議員定数の在り方に関する検討結果」に基づく。 

意見区分（検討時） 
定数増・現状維持とする

意見 
定数減とする意見 その他の意見 

定数増・現状維持とす

る意見 
定数減とする意見 その他の意見 

（１）住民代表機能の

維持 

【第３回委員会】 
・平成 26 年８月６日開催さ
れた、第９回全国市議会議
長会研究フォーラム in 岡
山のパネルディスカッシ
ョン「分権改革 20 年と地
方議会のあり方」の中で、
パネリストであった林宜
嗣関西学院大学経済学部
教授の資料を参考とすべ
きである。 

 この資料では、標準的な議
員定数の計算式が明示さ
れているが、市議会の維
持、また、住民の意見を拾
う、面積や人口規模などと
いったものを様々に加味
しながら算出されている
計算式であり、当該計算式
が本市の現状に一番即し
ていると考える。 

 計算式で本市議会議員の
定数を計算すると、29.3人
となるので、小田原市の人
口に対して議員定数は 30
人というのが基本的な考
え方となる。 

 現在、本市議会の定数は 28
人と、２人削減していると
いう形になるので、議員定
数は、現状維持でよいと判
断する。 

・定数削減は、地域における
少数意見を排除すること
になりかねない。したがっ
て、議員定数は増やすべき
である。 

・住民代表機能を維持すると

【第３回委員会】 
・南足柄市との中心市のあり
方に関する協議において、
２市が合併した場合、議員
定数は 28 人とする結論を
出した。 

 しかし、合併を見送ったこ
とにより、本来、小田原市
と南足柄市を合わせた議員
数を 28 人としたものより
も、少ない議員数になると
考える。この考えに基づく
と、定数は少なからず削減
すべきである。 

・議員定数を１人減らして
も、住民代表機能を維持す
ることは可能と判断してい
る。したがって、定数は１
人減らすべきである。 

 

【第３回委員会】 
 

【第５回委員会】 
・撤廃こそされたが、法定定
数からすると本市議会の
定数は３４名となるの
で、７名も不足している。
かつての法定定数の考え
方は、人口と面積から導
き出したもので、理にか
なったものであった。民
意を吸い上げ、それを実
現化していくためには、
必要な人数を確保すべき
で、かつての法定定数の
考え方は今にも通じると
考えている。「第９回全国
市議会議長会研究フォー
ラムｉｎ岡山（平成２６
年８月開催）」でのパネリ
ストであった林宜嗣関西
学院大学経済学部教授の
資料での標準的な議員定
数の計算式でも、人口と
面積から定数が導き出さ
れている。この計算式に
よると、本市議会の定数
は２９名となり、２名不
足している。 

・「定数減」、「定数増」、「現
状維持」のいずれも、どれ
も明確な理由づけができ
ないがゆえに「現状維
持」。今まで本市議会が定
数を減らしてきたのは、
全国的な流れの中で他の
議会が減らしてきている
からという流れの中でと
感じている。現在の定数
が多すぎるという意見も

【第５回委員会】 
・原則として、議員定数は
「減らすべき」と考えてい
る。市民からも、議員定数 
 が多いのではないかとい
う意見が多くある。 

【第５回委員会】 
・「現状維持」と「定数減」
との「両論併記」である。住
民代表機能を維持していく
必要があるため、現状の定
数を維持という考え方もあ
るが、１名減となってもそ
れはできるのではないかと
いう考え方もある 
・「現状維持」と「定数減」
との「両論併記」である。「現
状維持とすべき」とした意
見としては、議会は市民の
多様な意見を吸収して様々
な立場や視点からの議論が
求められていることから、
定数は削減すべきでない。
また、本市が人口２０万人
都市を目指している中で、
定数削減は時宜を得ていな
い。一方で、「減らすべき」
としたところは、多様な意
見の集約は、今や市民参加
や市民アンケートなどの活
用で、より広範で確実に市
民の声を吸い上げることが
できる。 



 

いう観点では、定数 28 人
で充足していると考える
ことから、現状維持とすべ
きである。 

 

少なすぎるという意見も
明確な理由がないことを
考えると、意外と妥当な
のではないか。 

【第４回委員会】 
 

【第４回委員会】 
・人口減少を視野に入れる
と、やはり議員定数につい
ても削減について議論する
必要がある。 

【第４回委員会】 
・人口と面積を基準にして定
数を決めていくべきという
のが基本である。この考え
方に変わりはない。 

【第６回委員会】 
・前回は、「現状維持」と「定
数減」の「両論併記」として
いたが、会派に持ち帰って
協議をした結果、「現状維
持」となった。 

【第６回委員会】 
 

【第６回委員会】 
 

 【第７回委員会】 
・前回は、「現状維持」と「定
数減」の「両論併記」とし
ていたが、どちらかにし
ていかないといけないと
いう中で、会派で協議を
した。どちらにも意義が
あると思うが、３年前に
１名の定数減をしたばか
りであるため、今回は「現
状維持」とすべき。 

【第７回委員会】 
 

【第７回委員会】 
 

 【第８回委員会】 
・これまでも一部述べてき
ているが、林宜嗣関西学
院大学経済学部教授の標
準的な議員定数の計算式
からすると、小田原市議
会の定数は２９名であ
り、２名少ないというの
が現状である。そこで２
名増やすということで
「定数増」との意見であ
る。二元代表制の下、定数
減という考えは持ち合わ
せていない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【第８回委員会】 
・「定数減」と考えているが、
皆様の同意がなければいけ
ないことであるので、必ず
しもこれを固持するわけで
はない。 

【第８回委員会】 
・会派では、「現状維持」と
「定数減」の「両論併記」と
いう結論にはなったが、結
果としては、大勢に委ねる
ということになった。 



 

 
平成 30年 令和３年～４年 

議会改革推進委員会 議会改革検討委員会 

意見区分（検討時） 
定数増・現状維持とする

意見 
定数減とする意見 その他の意見 

定数増・現状維持とす

る意見 
定数減とする意見 その他の意見 

（２）執行部に対する

監視機能・政策提言機

能の強化 

【第３回委員会】 
・執行部に対する監視機能等
の強化が求められている
中で、安易に議員定数を減
らすべきではないと考え
ている。 

  端的に議員を減らせば
いいという考え方、また、
議員定数の基本的な考え
方として例えば少数精鋭
とするか、大勢でボランテ
ィア的にとするか、様々な
意見がある。基本的な部分
として、議員の位置付けか
らスタートしなければい
けないと考えている。 

  まずは、定数を削減する
根拠をしっかりと固め、議
員の資質、資格、位置付け、
こういったものを明確に
するべきである。 

  このような状況を踏ま
えると、現在の本市議会の
状況であれば、議員定数は
現状維持とすべきである。 

・市民を代表し行政をチェッ
クする機能を低下させな
いためにも、地方公共団体
における議会権能の強化
は重要であることから、定
数削減は行うべきではな
い。今まで以上に議会の役
割が強められなければな
らない。 

 

【第３回委員会】 
・過去に議員に欠員があり、
実数として 27 人で議会運営
を行っていたが、執行部に関
する監視機能や政策提言機能
が低下していたとは考えにく
く、支障はなかったと判断し
ている。したがって、定数１
減の 27人でよいと考える。 
・定数を減らしても、執行部
に対する監視機能・政策提言
機能を強化することは可能で
ある。 
 

【第３回委員会】 
・過去、本市議会の定数が 36
人であった時代もあり、現在、
28人まで削減している。削減
実績等を今後も調査研究した
上で、判断すべきである。 
 

【第５回委員会】 
・議会は二元代表制の下で、
切実な市民要望の実現のた
めに市政の監視機能とその
権能を発揮するために、議
員の人数の確保は必須だと
思う。定数を削減したので
は、市民要望に応えられな
いということになりかねな
い。 

【第５回委員会】 
 

【第５回委員会】 
・「現状維持」と「定数減」
との「両論併記」である。「現
状維持とすべき」としては、
議会の監視機能や政策提言
機能とともに、政策立案機
能を低下させてしまうので
はないかという意見があ
り、「減らすべき」としては、
政策提言機能については、
現在検討している「議員提
案政策条例の体制づくりに
ついて」の策定支援体制に
よって、強化を図れるので
はないかという意見があっ
た。 

【第４回委員会】 
・特になし 

 

【第６回～第８回委員会】 
・特になし 

 

 



 

 

平成 30年 令和３年～４年 

議会改革推進委員会 議会改革検討委員会 

意見区分（検討時） 
定数増・現状維持とする

意見 
定数減とする意見 その他の意見 

定数増・現状維持とす

る意見 
定数減とする意見 その他の意見 

（３）これまでの削減

実績 

 

【第３回委員会】 
・法定定数より常に定数引下
げを行ってきたのが本市議
会の経緯である。人口や面
積を考慮すると、この経緯
が適正であったのか疑問で
ある。定数増を視野に入れ
て検討すべきであると考え
る。 

  また、平成 23年に地方自
治法の法定定数の上限枠が
撤廃となった。これについ
ては一定の理解をしている
が、撤廃されても定数につ
いての考え方、つまり人口
や面積を考慮するという点
においては、変わりないと
いうのが根本的な考え方で
ある。 

・削減実績という点におい
て、議員定数の削減という
ものが、市民の市議会に対
する不信感などを払拭する
手段であってはならないと
考えている。 

  少なからず手段の一つと
して削減というのはあるの
かもしれないが、削減する
ことがすべてではなく、住
民代表機能の維持等、様々
なバランスの中で議員定数
を判断していかなければな
らない。 

 
 
 

【第３回委員会】 
・直近の定数削減を実施した
平成 19年から、現在まで定
数 28人できている。 

  次期改選に向け、議員定
数１人削減も有り得るので
はないか。 

・今後、人口が年間 1200人～
1500 人ずつ減るという推
計になっている。 

  この先４年間このような
状況であるので、5000人～
6000 人近く人口が減少す
るという状況を考慮する
と、やはり平成 31年度の改
選に向けて、定数減が妥当
ではないか。 

 

【第３回委員会】 
・これまでの時代背景も参考
になるとは思うが、現在進
んでいる少子高齢化・人口
減少の中で、どのように定
数というものを考えていく
べきかが重要である。 

  単にこれまでの削減実績
から、定数を増やす、減ら
すという問題では済まな
い。 

 

【第５回～第８回委員会】 
・特になし 

 

【第４回委員会】 
・特になし 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

平成 30年 令和３年～４年 

議会改革推進委員会 議会改革検討委員会 

意見区分（検討時） 
定数増・現状維持とする

意見 
定数減とする意見 その他の意見 

定数増・現状維持とす

る意見 
定数減とする意見 その他の意見 

（４）類似都市との比

較による妥当性 

 

【第３回委員会】 
・日本の総人口が将来的には
１億人を下回るという予測
があるにもかかわらず、国
は人口を１億人に戻すた
め、現在、様々な補助金メニ
ューなどを検討している。 

  最終的には人口減を抑止
する政策、補助金行政を進
めている。 

 本市としてこの問題にどう
対処していくのかというと
きに、現在本市の置かれて
いる状況からすると、議員
定数を減らしてはならず現
状維持が妥当であり、類似
都市と比較しても現定数が
適当であると考える。 

・人口減少や他市との比較か
ら判断すると、定数１人減
というのは有り得るとは考
えるところであるが、林宜
嗣関西学院大学経済学部教
授の標準的な議員定数の計
算式にのっとった場合、現
状維持のほうが妥当ではな
いかとも考えられる。 

 やはり本市の地形であった
り、面積であったりという
ところが含まれてくるの
で、様々な物理的な要因を
考慮した中で判断すると、
現状維持が妥当ではない
か。 

 

【第３回委員会】 
・類似都市との比較による妥
当性の観点からすると、鎌
倉市が人口約 17 万人で定
数 26 人、茅ヶ崎市が約 24
万人で定数 28人、平塚市が
約 26 万人で定数 28 人、こ
れらを考慮した場合、約 19
万人の小田原市は 27 人が
妥当なのではないかと考え
る。 

・全国市議会議長会研究フォ
ーラムでの標準的な議員定
数の計算に目を通した。 

 これまでの経緯というの
は、全国的には市町村合併
が進展した結果、議員定数
が比較的多くなっていたと
いう経緯もあると認識して
いる。 

 一方、合併がなかった神奈
川県内を見てみると、定数
と計算式の定数の差に着目
すると、おおむねマイナス
になっており、やはりマイ
ナスの方向で進めるべきで
はないかと考える。 

 

【第３回委員会】 
・基本的に、類似都市との比
較による考え方、その現状
から妥当性を導くというこ
のような考え方を否定する
ものではない、また、類似
都市の現状とそれに対する
本市の現状についても、一
定評価している。 

 

【第５回委員会】 
 
 

【第５回委員会】 
 
 

【第５回委員会】 
・「現状維持」と「定数減」
との「両論併記」である。人
口割で考えると、人口２５
万人の平塚市の定数が２６
人、人口２４万人の茅ヶ崎
市の定数が２８人、本市は
現在、人口１９万人を下回
っている状況にある。しか
し、土地がとても広く、その
広い範囲を少ない人数で受
け持つことは大変という考
えもある。人口は少しずつ
減ってきてはいるが、本市
は人口２０万人都市を目指
しており、また、前回３年前
の改選時に１名減になった
ばかりである。 
・「現状維持」と「定数減」
との「両論併記」である。「現
状維持とすべき」としては、
そもそも類似都市の定数が
適正であるとの指標も確証
も何もないので、類似都市
と比較する必要性は乏しい
のではないかという意見が
あり、「減らすべき」として
は、議員１人当たりの人口
は本市が約７，０００人。類
似都市の平均が約８，００
０人ということで、１，００
０人の差がある。これを類
似都市並みにすると、１人
の削減では数字的には合わ
ないという意見があった。 
・「現状維持」と「定数減」
との「両論併記」である。全
国的な見地からみると、 
 定数状況は妥当であると
いう意見があり、「定数減」
という意見は若干名であ 
 った。 

【第４回委員会】 
・茅ヶ崎市、平塚市といった、
議員定数が本市と同数の２
８人である市の面積は、そ
れぞれ 35.70 平方キロメー
トル、67.88平方キロメート

【第４回委員会】 
・人口規模が類似する県内他
市との比較から判断するに
は、議員定数を１人削減も
有り得る。 

 

【第４回委員会】 
 

 

【第６回～第８回委員会】 
・特になし 

 



 

ルとなっている。 
 これに対し、本市は 113.81
平方キロメートルであり、
面積が非常に広いことか
ら、本市の議員定数は現状
維持と考える。 

 
 
 

 
 

検討時期 平成 30年 令和３年～４年 

検討組織 議会改革推進委員会 議会改革検討委員会 

意見区分（検討時） 
定数増・現状維持とする

意見 
定数減とする意見 その他の意見 

定数増・現状維持とす

る意見 
定数減とする意見 その他の意見 

その他の意見 【第３回委員会】 【第３回委員会】 
・過去、本市議会の定数が 36
人であった時代もあり、現
在、28 人まで削減してい
る。削減実績等を今後も調
査研究した上で、判断すべ
きである。 

【第３回委員会】 
 

 

【第４回委員会】 
・林宜嗣関西学院大学経済学
部教授の標準的な議員定数
の計算式に則り議員定数を
判断と、現状維持の 28人が
妥当と考える。 

・平成 19 年５月から平成 23
年４月の法定定数を参考に
すると本市の議員定数は
34人であった。しかし、本
市の条例定数は 28 人とし
た経緯がある。法定上限数
は撤廃されているが、この
考え方をやはり重視してい
くべきではないかと考えて
いる。 

・林宜嗣関西学院大学経済学
部教授の標準的な議員定数
の計算式による、人口と定
数と面積についての分析
も、参考にしていきたいと
いう考えがある。したがっ
て、議員定数を増やすとい
うことになるが、１人から
２人の増ということを考え
ている。 

 
 

【第４回委員会】 
・会派の中では、議員定数を
１人削減することを考える
必要があるとの意見があ
る。 

・林宜嗣関西学院大学経済学
部教授の標準的な議員定数
の計算式から判断すると、
現在、本市の場合は定数
29.3人に対し、本市の条例
定数が 28人、定数の差はマ
イナス 1.3 ということであ
る。 

  政令市を除いた県内他市
の定数の差を同様に算出し
て本市の差と比較すると、
やはり定数削減もやむを得
ないかという考えもある。
しかし、会派としての統一
見解は導き出せていないこ
とから現在検討中である
が、定数削減もやむなしと
判断する。 

 

【第４回委員会】 
 

 
 



 

検討時期 平成 30年 令和３年～４年 

検討組織 議会改革推進委員会 議会改革検討委員会 

意見区分（検討

時） 

定数増・現状維持とする

意見 
定数減とする意見 その他の意見 

定数増・現状維持とす

る意見 
定数減とする意見 その他の意見 

総合的な判断として

の意見 

【第５回委員会】 
・神奈川県内の類似都市でも
面積要件が異なっている。
平塚市は約 67平方キロメー
トル、茅ヶ崎市は約 35平方
キロメートル、大和市は約
27 平方キロメートル。これ
に対し本市は約 113 平方キ
ロメートルである。 

  林宜嗣関西学院大学経済
学部教授の標準的な議員定
数の計算式では、本市はマ
イナス１.３であるが、定数
に小数点はないため、基本
的には２人、面積要件も含
めて判断して定数が減って
いるということである。こ
の点はやはり認識する必要
があると考える。 

・国立社会保障･人口問題研究
所が公表している 2040年の
本市の人口は、16 万人弱で
ある。これを考慮した場合、
現段階で議員定数を減とす
るのは早計である。 

 
 
 

【第５回委員会】 
・南足柄市との中心市の在り
方に関する協議において、
２市が合併した場合の議員
定数を 28人との結論として
いる。合併がなくなった今、
本市だけで定数を考えた場
合、少なからず削減すべき
と考える。 

  また、林宜嗣関西学院大
学経済学部教授の標準的な
議員定数の計算式も視野に
入れるべきではあるが、そ
の計算方法から神奈川県内
16 市の状況を確認すると、
平均としてマイナス 2.7 に
なっている。本市の場合は
マイナス 1.3 であるので、
１人削減でよいのではない
か。 

  以上、総合的な見地から
定数は削減すべきである。 

・南足柄市との合併が不調に
終わったときに、合併した
場合に議員定数を 28人とし
たということを考慮する
と、やはり議員定数は減ら
していく方向が妥当である
ということが結論である。 

・県内類似都市で平塚市、茅ヶ
崎市、大和市、厚木市、鎌倉
市、秦野市とあり、特に平塚
市、茅ヶ崎市、大和市、厚木
市は約 22 万人から 25 万人
強の人口があり、定数が 28
人、それから鎌倉市につい
ては人口約 17万人で、定数
が 26人、秦野市は人口約 16
万 5000 人で定数 24 人とい
うことで、将来的に本市も
人口が減っていくという推
測の中で、来期の改選に向
けて定数を削減していくべ
きであり、県内類似都市と
比較しても減らすべきであ
るとの結論である。 

・今後、年間 1000人前後の人
口減少の傾向にある。まし
てや４年に１度の改選時
と、さらに先のことを視野
に入れると、これは大きな
定数減にもなる可能性もあ
ることから、ここで定数を
減らす方向でいくべきであ

【第５回委員会】 
 
 

 



 

るとの結論とした。 
・林宜嗣関西学院大学経済学
部教授の標準的な議員定数
の計算式をもとにすると、
類似の茅ヶ崎市、大和市、厚
木市の定数と計算式の定数
の差と、本市の差を比較す
るに、本市はマイナス 1.3で
あるので、これは類似都市
との関係も考慮すれば、定
数削減はやむなしという結
論である。 

 

検討時期 平成 30年 令和３年～４年 

検討組織 議会改革推進委員会 議会改革検討委員会 

意見区分（検討

時） 

定数増・現状維持とする

意見 
定数減とする意見 その他の意見 

定数増・現状維持とす

る意見 
定数減とする意見 その他の意見 

総合的な判断として

の意見 

【第６回委員会】 
・本市の人口、面積、林宜嗣関
西学院大学経済学部教授の
標準的な議員定数の計算式
も考慮の上、定数増の考え
に変わりはない。 

 
 

【第６回委員会】 
・今まで、現状維持ということ
で、林宜嗣関西学院大学経
済学部教授の標準的な議員
定数の計算式を参考にして
きたが、多数の意見が定数
削減ということである。 

  そこで、委員会参考資料
として提出された、｢議員定
数が奇数の場合の影響につ
いて｣を見たが、常任委員が
10 人、９人、９人というこ
とで委員の１票の格差が常
任委員会にあるということ
である。 

  定数１減で 27人とするこ
とで、各常任委員会委員を
９人ずつ均等に割り振るこ
とができ、委員会の１票の
格差が是正されるというこ
となので、これは定数１減
もやむなしとの結論であ
る。 

 

【第６回委員会】 
 

 

 

 


